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綱
吉
政
権
に
よ
る
異
国
船
対
応
策
と
幕
藩
関
係

は
じ
め
に

綱
吉
政
権
は
、
台
湾
鄭
氏
の
清
へ
の
降
伏
を
経
て
「
唐
一
統
」
が
実
現
し
た
と
捉
え
、
そ
の
日
本
へ
の
影
響
に
警
戒
感
を
持
っ
た
。

幕
府
の
対
処
の
あ
り
方
は
、
家
光
政
権
以
降
の
政
策
を
踏
襲
し
た
が
、
大
名
家
の
存
在
無
く
し
て
機
能
す
る
は
ず
も
な
く
、
大
名
家
へ

指
示
を
出
し
た
。
当
時
の
対
外
政
策
に
お
け
る
幕
藩
関
係
の
実
態
に
つ
い
て
は
か
つ
て
拙
稿
で
取
り
上
げ
た
が
、
大
名
家
の
分
析
対
象

が
「
長
崎
御
番
」
を
担
っ
た
大
名
家
に
限
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
長
崎
奉
行
と
江
戸
と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
課

題
を
残
し
た
。

本
稿
で
は
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
改
め
て
幕
府
が
異
国
船
へ
の
警
戒
を
大
名
家
に
伝
達
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
確
認
し
、
つ
ぎ

に
対
馬
宗
家
の
対
応
を
事
例
に
長
崎
の
政
治
空
間
と
し
て
の
機
能
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
異
国
船
問
題
対
応
の
実
態
に
つ
い
て
琉
球

と
紀
州
に
漂
着
し
た
異
国
船
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
明
ら
か
に
し
、
当
該
期
の
対
外
政
策
実
現
の
構
造
的
課
題
を
指
摘
し
た
い
。

（
１
）

綱
吉
政
権
に
よ
る
異
国
船
対
応
策
と
幕
藩
関
係

―
長
崎
奉
行
と
大
名
家
の
す
り
合
わ
せ

松

尾

晋

一
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第
１
章　
綱
吉
政
権
の
対
外
政
策

（
１
）　
キ
リ
ス
ト
教
伝
播
へ
の
警
戒

鄭
氏
が
清
に
降
伏
し
た
後
、
幕
府
は
長
崎
へ
の
唐
船
来
航
の
増
加
を
懸
念
し
た
。
こ
れ
は
日
本
か
ら
大
陸
へ
の
銀
の
大
量
流
出
を
招

く
た
め
、
幕
府
は
貿
易
量
を
制
限
し
て
対
処
し
た
。
い
わ
ゆ
る
定
高
制
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
他
に
も
綱
吉
政
権
が
懸
念
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
だ
っ
た
。

【
史
料
一
】

				�





同
（
貞
享
二
年
）
年
八
月
九
日
於　

御
城
白
書
院
次
之
桜
之
間
大
久
保
加（
忠
朝
）

賀
守
殿
・
阿
部
豊（
正
武
）

後
守
殿
・
戸
田
山（
忠
昌
）

城
守
殿
御
床
之
脇
ニ
御

列
座
、
此
方
被
召
出
仰
渡
候
次
第
、

		


（
中
略
）

一�

加（
大
久
保
忠
朝
）

賀
守
殿
被
仰
聞
候
ハ
、
只
今
ハ
唐
一
統
之
事
ニ
候
故
、
切
死
丹
宗
旨
も
取
あ
つ
か
ひ
、
ひ
ろ
め
申
候
様
ニ
其
聞
へ
有
之
候
、

朝
鮮
之
義
は
北
京
と
一
ツ
之
義
ニ
候
、
自
然
朝
鮮
国
ニ
も
ひ
ろ
め
候
而
、
朝
鮮
筋
よ
り
日
本
へ
差
渡
申
義
も
可
有
之
と
、
無
心

元
被　

思
召
上
候
、
弥
念
入
可
被
申
付
候
、
委
細
奉
畏
候
、
朝
鮮
ゟ
切
死
丹
不
指
渡
様
ニ
随
分
入
念
可
申
付
候
と
御
返
答
申
上
、

則
退
出
仕
ル

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
年
八
月
九
日
、
江
戸
城
に
て
老
中
大
久
保
忠
朝
・
阿
部
正
武
・
戸
田
忠
昌
列
座
の
も
と
、
大
久
保
忠
朝
と

宗
義
真
と
の
間
で
日
朝
関
係
に
つ
い
て
や
り
取
り
さ
れ
た
。【
史
料
一
】
は
、
そ
の
時
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
忠
朝
は
清
に
対
す
る
鄭

氏
の
降
伏
に
よ
り
「
唐
一
統
」
が
実
現
し
た
と
理
解
し
た
上
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
も
許
さ
れ
、
そ
の
信
仰
が
広
ま
っ
て
い
る
と
の

様
子
が
耳
に
入
っ
て
い
る
。
朝
鮮
と
清
は
「
一
ツ
之
義
」
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
朝
鮮
に
広
め
て
、
朝
鮮
か
ら
日
本
へ
も
伝
え
て

く
る
の
で
は
な
い
か
と
将（
綱
吉
）軍
が
心
許
な
く
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
い
よ
い
よ
念
を
入
れ
て
警
戒
す
る
よ
う
に
と
命
じ
た
。
こ
れ

（
２
）
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に
義
真
は
、
朝
鮮
に
対
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
を
渡
さ
ぬ
よ
う
念
入
り
に
申
し
付
け
ま
す
、
と
返
答
し
た
。
幕
府
は
朝
鮮
経
由
で
キ
リ
ス
ト

教
が
伝
来
す
る
こ
と
を
警
戒
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
潜
入
を
恐
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
警
戒
す
べ
き
対
象
と
の
認
識
が
未
だ

こ
の
時
期
ま
で
払
拭
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
、
幕
府
の
緊
張
度
が
急
激
に
高
ま
っ
て
い
た
証
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
幕
府
は
現
況

を
深
刻
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
家
光
政
権
下
で
も
朝
鮮
へ
同
様
に
働
き
掛
け
た
が
、
そ
の
時
以
来
で
あ
る
。

宗
家
は
幕
府
か
ら
の
申
付
を
ふ
ま
え
て
、
同
年
十
一
月
に
朝
鮮
へ
つ
ぎ
の
も
の
を
送
っ
て
い
る
。

【
史
料
二
】

貴
国
可
為
御
平
安
と
珍
重
存
候
、
本
邦
も
同
前
之
事
候
、
然
者
耶
蘇
宗
門
之
儀
従
以
前
御
制
禁
被
成
候
付
而
、
貴
国
江
も
度
々
申

渡
候
、
今
度
又
々
厳
禁
之
旨
蒙
仰
候
、
若
不
審
成
船
令
流
着
候
者
、
如
例
召
捕
倭
館
江
可
被
相
送
候
、
貴
国
本
邦
者
隣
好
之
道
を

以
申
通
事
ニ
候
へ
ハ
、
邪
宗
之
儀
者
互
に
防
不
申
候
而
不
叶
事
存
候
、
弥
貴
国
ニ
も
急
度
被
仰
付
御
尤
存
候
、
此
段
為
可
申
伸
候
、

如
此
御
座
候
、
仍
而
軽
少

		


寅
（
貞
享
三
年
）十
一
月
日　

裁
判
唐
坊
忠
左
衛
門
持
渡

			



禮
曹

			



東
萊

			



釜
山

内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
日
本
で
キ
リ
ス
ト
教
が
以
前
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
朝
鮮
へ
も
度
々
伝
え
て
い
る
。
こ
の

た
び
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
幕
府
は
命
じ
た
。
も
し
不
審
船
が
朝
鮮
に
漂
流
し
た
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
そ
れ
を
召
し

捕
ら
え
て
倭
館
へ
引
き
渡
す
こ
と
。
朝
鮮
と
日
本
と
が
「
隣
好
之
道
」
を
も
つ
関
係
に
あ
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
を
互
い
に
防
が
な

け
れ
ば
排
除
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
と
考
え
る
の
で
、
朝
鮮
で
も
警
戒
す
る
よ
う
に
命
じ
る
の
は
尤
も
な
こ
と
だ
と
思
う
、
と
伝
え
た
。

【
史
料
一
】
だ
け
で
は
、
幕
府
が
宗
家
に
朝
鮮
へ
の
要
請
を
行
う
よ
う
命
じ
た
の
か
確
定
は
難
し
い
も
の
の
、
朝
鮮
側
に
は
こ
う
し
た

（
３
）

（
４
）委

曲
平
成
辰
直
ニ
演
説
候
。
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背
景
で
宗
家
か
ら
伝
え
ら
れ
た
。
朝
鮮
側
に
し
て
み
る
と
、
こ
の
時
幕
府
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
警
戒
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て

幕
府
の
緊
張
度
が
急
激
に
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
機
会
と
な
っ
た
。

（
２
）　
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
警
戒
と
異
国
船
対
応
の
確
認

こ
う
し
て
宗
家
は
、
朝
鮮
ル
ー
ト
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
播
を
阻
止
し
た
い
と
の
幕
府
の
意
向
に
同
調
す
る
こ
と
を
朝
鮮
へ
求
め
た

が
、
こ
の
間
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
警
戒
を
油
断
な
く
す
る
こ
と
と
、
長
崎
は
幕
府
に
と
っ
て
大
切
な
場
所
で
あ
り
、
万
一
変
わ
っ

た
異
国
船
を
発
見
し
た
場
合
に
は
長
崎
奉
行
へ
対
応
を
相
談
す
る
よ
う
に
大
名
へ
伝
え
た
。
つ
ぎ
の
【
史
料
三
】
は
、
こ
れ
を
長
崎
奉

行
へ
伝
え
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
三
】

			



覚

切
支
丹
宗
門
者
累
年
御
僉
儀
有
之
候
得
共
、
近
年
邪
宗
門
出
候
沙
汰
無
之
候
、
若
不
僉
儀
ニ
も
候
ハ
ヽ
、
兼
々
無
油
断
吟
味
可
仕

候
、
且
又
長
崎
表
之
儀
大
切
之
場
所
ニ
候
間
、
萬
一
替
た
る
異
国
船
な
と
参
候
ハ
ヽ
、
早
速
長
崎
奉
行
へ
可
相
談
候
、
右
両
條
之

儀
、
常
々
心
掛
専
要
ニ
右
之
通
思
召
候
之
間
、
猶
以
可
被
入
念
候
、
不
及
申
候
得
共
、
事
か
ま
し
く
無
之
様
可
被
心
得
候
、
以
上
、

		


八
月
廿
一
日

右
之
通
別
紙
書
立
之
面
々
江
相
達
候
、
為
心
得
如
此
候
、
以
上
、

		


九
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸　

山（
忠
昌
）

城
守

		


　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿　

豊（
正
武
）

後
守

		


　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

加（
大
久
保
忠
朝
）

賀
守

				




川
口
源（

宗

恒

）

左
衞
門
殿

（
５
）

（
６
）
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宮
城
監（
和
充
）物
殿

松（

島

津

光

久

）

平
大
隅
守
・
松（

黒

田

光

之

）

平
右
衛
門
佐
・
松（

鍋

島

光

茂

）

平
丹
後
守
・
有
馬
中（

頼

元

）

務
大
輔
・
小
笠
原
遠（
忠
雄
）

江
守
・
松
平
主（
忠
房
）

殿
頭
・
松
浦
肥（
鎮
信
）

前
守
・
五
嶋

佐（
盛
暢
）

渡
守
・
松
平
対（
近
陳
）

馬
守
・
松
平
市（
英
親
）正
・
中
川
佐（
久
恒
）

渡
守
・
稲
葉
右（
景
通
）

京
亮
・
有
馬
佐（

清

純

）

衛
門
佐
・
島
津
式（

久

壽

）

部
少
輔
・
秋
月
佐（
種
信
）

渡
守
・
久
留

嶋
信（
通
清
）

濃
守
・
木
下
右（

俊

長

）

衛
門
大
夫
・
黒
田
甲（
長
重
）

斐
守

		


右
之
面
々
江
老
中
・
牧
野
備（
成
貞
）

後
守
連
判
之
奉
書
遣
之

細
川
越（
綱
利
）

中
守
・
立
花
飛（
鑑
虎
）

騨
守
・
大
村
因（
純
長
）

幡
守
・
相
良
遠（
頼
喬
）

江
守
・
伊
東
出（
祐
実
）

雲
守
・
小
笠
原
修（

長

胤

）

理
大
夫
・
宗
対（
義
真
）

馬
守
・
毛（
豊
後
佐
伯
・
高
久
）

利
駿
河
守

				




右
之
面
々
覚
書
相
渡
、

�

（
紙
幅
の
都
合
上
、
大
名
は
改
行
せ
ず
に
詰
め
て
記
載
し
た
。）

松
平
大
隅
守
以
下
は
藩
主
が
在
国
中
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
八
月
廿
五
日
老
中
大
久
保
忠
朝
の
屋
敷
に
「
九
州
筋
在
国
の
留
守
居
」
が

集
め
ら
れ
て
こ
の
「
覚
」
が
渡
さ
れ
た
。
な
お
、
島
津
家
が
受
取
っ
た
も
の
の
差
出
を
確
認
す
る
と
、
側
用
人
牧
野
成
貞
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
細
川
越
中
守
以
下
は
藩
主
が
在
府
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
江
戸
で
「
覚
書
」
が
渡
さ
れ
た
。
大
村
家
の
場
合
、
八
月
廿
七
日
に

藩
主
純
長
が
大
久
保
忠
朝
か
ら
受
け
取
っ
て
い
て
、
老
中
か
ら
大
名
毎
に
伝
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

領
国
で
の
異
国
船
へ
の
対
応
を
、
今
回
の
よ
う
に
同
内
容
で
大
名
家
へ
一
斉
に
伝
達
し
た
例
に
は
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
二
月

十
二
日
付
が
あ
る
。
こ
の
時
は
西
国
（
中
国
・
四
国
地
方
を
含
む
）
大
名
家
が
対
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
奉
書
発
給
の
確
認
を
慶
安
元
年

（
一
六
四
八
）
西
国
大
名
家
に
し
て
お
り
、
幕
府
の
基
本
方
針
が
正
保
二
年
二
月
十
二
日
の
奉
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
と
比

較
す
る
と
今
回
は
、
九
州
に
所
領
を
持
つ
大
名
に
限
定
さ
れ
、
対
象
地
域
が
縮
小
し
た
点
が
異
な
る
。
実
は
こ
の
間
に
長
崎
で
は
、
幕

府
が
大
澤
左
兵
衛
を
長
崎
奉
行
に
命
じ
、
当
暮
か
来
春
か
ら
在
長
崎
の
奉
行
を
二
人
体
制
に
す
る
こ
と
を
聞
役
の
者
た
ち
を
集
め
伝
え

た
。
そ
し
て
、
こ
の
直
後
長
崎
に
【
史
料
三
】
の
内
容
の
奉
書
が
長
崎
奉
行
宮
城
監
物
の
所
に
届
い
た
。
幕
府
が
奉
行
の
人
員
を
増
や

し
た
意
味
は
、
長
崎
奉
行
の
役
料
を
四
〇
〇
〇
俵
と
し
て
、
そ
の
う
ち
二
〇
〇
〇
俵
を
与
力
・
同
心
の
役
米
と
し
た
こ
と
と
併
せ
て
考

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）



─ 86 ─

綱
吉
政
権
に
よ
る
異
国
船
対
応
策
と
幕
藩
関
係

え
て
み
る
と
、
支
配
拠
点
と
し
て
長
崎
の
強
化
を
図
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
家
光
政
権
期
と
は
異
な
る
綱
吉
政
権
独

自
の
対
応
で
あ
る
。
ま
た
【
史
料
三
】
を
発
給
す
る
前
に
在
長
崎
の
奉
行
は
幕
府
の
方
針
を
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
実
際
の
江
戸
と
長
崎
、

そ
し
て
長
崎
と
九
州
の
大
名
家
の
情
報
共
有
化
は
早
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。【
史
料
三
】
は
こ
れ
ま
で
も
知
ら
れ
て
い
た
も
の
の
発
給
の

背
景
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、【
史
料
一
】
か
ら
【
史
料
三
】
の
指
示
に
繋
が
っ
た
こ
と
は
日
付
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
か
ら
幕
府

の
主
眼
は
、
朝
鮮
・
対
馬
ル
ー
ト
へ
の
警
戒
で
あ
っ
た
も
の
の
、
広
域
で
網
を
張
り
、
そ
の
束
ね
役
が
長
崎
奉
行
で
あ
る
こ
と
を
改
め

て
最
後
に
確
認
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
だ
と
理
解
で
き
よ
う
。

第
二
章　
現
場
レ
ベ
ル
で
の
す
り
合
わ
せ
と
長
崎
奉
行
所

（
１
）　
宗
家
が
託
し
た
長
崎
代
官
の
役
割

在
府
中
の
宗
義
真
は
、
清
か
ら
朝
鮮
経
由
で
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
播
す
る
こ
と
を
警
戒
し
た
幕
府
の
指
示
に
従
い
、
朝
鮮
へ
幕
府
の
意

向
を
伝
え
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
長
崎
奉
行
へ
の
接
触
を
試
み
る
。
長
崎
は
幕
府
に
と
っ
て
重
要
な
と
こ
ろ
で
万
一
変
わ
っ
た
異
国
船

が
来
航
し
た
場
合
に
は
早
速
長
崎
奉
行
に
相
談
す
る
よ
う
に
と
、
九
州
に
所
領
を
持
つ
大
名
家
に
幕
府
は
命
じ
た
わ
け
で
、
宗
家
に
と
っ

て
は
長
崎
奉
行
と
の
関
係
構
築
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

幕
府
の
方
針
が
対
馬
に
届
く
と
、
新
た
に
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
る
津
江
左
太
郎
が
今
回
幕
府
に
命
じ
ら
れ
た
内
容
の
現
地
確
認
を
託
さ

れ
た
。
津
江
左
太
郎
は
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
る
前
の
十
月
廿
八
日
付
で
家
老
か
ら
「
覚
」
四
通
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
一
通
は
、
今
回
の
幕
府
の
意
向
に
関
係
な
く
「
長
崎
御
代
官
」
と
し
て
の
心
得
が
書
か
れ
て
い
て
、
法
の
厳
守
と
公
私
の

区
別
を
厳
格
に
守
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
だ
っ
た
。
も
う
一
通
は
津
江
の
職
務
に
対
す
る
心
構
え
を
示
し
た
も
の
で
、
現
地
の
仕
来
り
、

も
し
く
は
勘
定
方
の
指
示
な
ど
で
宜
し
く
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
何
度
で
も
国
元
へ
申
し
出
る
こ
と
。
そ
し
て
責
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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を
し
て
外
か
ら
国
元
の
耳
に
入
り
詮
議
し
た
結
果
改
め
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
越
度
で
あ
る
。
従
っ
て
ど
ん
な
こ
と
で
も
「
御
為
」

の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
れ
ば
遠
慮
な
く
申
し
出
る
よ
う
に
、
そ
し
て
こ
れ
は
藩
主
義
真
の
考
え
だ
と
伝
え
た
。
こ
の
二
通
の
「
覚
」
は
、

津
江
の
み
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
対
馬
か
ら
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
る
家
臣
に
常
に
示
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
通
の
「
覚
」
は
六
条
か
ら
な
っ
て
い
て
、
長
崎
で
の
細
か
い
職
務
内
容
の
指
示
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
幕
府
の
指

示
に
関
す
る
内
容
が
三
条
目
で
、「
一
長
崎
表
之
儀
大
切
之
場
所
候
間
、
万
一
替
た
る
異
船
抔
参
候
ハ
ヽ
早
速
長
崎
御
政
所
江
被
仰
談
候

様
ニ
と
今
度
於
江
府
従　

公
儀
御
書
付
を
以
被
仰
出
候
、
若
左
様
之
儀
茂
有
之
候
者
、
急
度
以
飛
船
可
被
申
越
事
、」
と
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
万
一
異
国
船
が
来
航
し
た
場
合
、
国
元
へ
は
飛
船
を
用
い
て
知
ら
せ
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
み
え
る
。
一
条
目
に
は
、
職
務
記
録

で
あ
る
「
日
帳
」
を
つ
け
る
こ
と
と
、
交
代
時
に
後
役
に
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
二
条
目
は
長
崎
か
ら
対

馬
へ
の
渡
航
許
可
の
件
で
、「
出
家
・
山
伏
・
本
道
・
外
科
・
針
立
、
其
外
牢
人
・
藝
等
有
之
者
」
の
入
国
を
宗
家
が
警
戒
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
聞
役
に
と
っ
て
入
国
者
管
理
が
日
常
業
務
の
な
か
で
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
宗
家
に
と
っ
て
、
今
回
の
幕

府
の
指
示
は
こ
れ
に
次
ぐ
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
れ
に
続
く
四
条
目
の
内
容
は
、
長
崎
奉
行
所
か
ら
の
指

図
に
つ
い
て
は
後
日
何
か
生
じ
た
時
の
証
拠
と
な
る
か
ら
手
紙
を
国
元
に
送
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
つ
ぎ
の
五
条
目
で
は
、
職

務
柄
公
儀
の
こ
と
で
、
と
く
に
御
内
證
に
つ
い
て
せ
が
む
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
よ
う
に
と
念
を
押
し
て
い
る
。
そ
し
て
六
条
目
で
、

朝
鮮
漂
流
民
へ
の
対
応
が
委
し
く
指
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
聞
役
と
し
て
の
通
常
任
務
に
、
新
た
な
幕
府
か
ら
命
じ

ら
れ
た
事
柄
が
追
加
さ
れ
た
と
い
っ
た
建
付
け
だ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
な
お
先
行
研
究
で
は
、
対
馬
藩
の
聞
役
設
置
の
本
来

の
目
的
は
朝
鮮
外
交
上
の
漂
流
民
送
還
と
唐
物
入
手
と
さ
れ
て
き
た
。「
御
代
官
」（
本
稿
で
は
、
聞
役
）
と
勘
定
方
で
役
割
分
担
が
な

さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
後
者
に
ふ
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

話
を
戻
す
と
、
宗
家
は
、
今
回
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
た
事
柄
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
、
現
場
レ
ベ
ル
で
の
対
応
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、

こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
長
崎
奉
行
へ
確
認
す
る
動
き
を
藩
主
自
ら
指
示
し
た
。
義
真
が
領
内
の
異
国
船
対
応
を
重
要
な
任
務
と

（
19
）
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認
識
し
、
長
崎
か
ら
離
れ
た
地
理
的
制
約
を
考
慮
し
て
初
動
の
す
り
合
わ
せ
が
必
要
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
津
江
に
託
さ

れ
た
わ
け
で
、
残
る
つ
ぎ
の
【
史
料
四
】
で
詳
細
が
掴
め
る
。

【
史
料
四
】

			



覚

一�

長
崎
表
之
儀
大
切
之
場
所
候
間
、
万
一
替
た
る
異
国
船
抔
参
候
ハ
ヽ
早
速
長
崎
奉
行
へ
可
相
談
之
旨
於
江
戸
御
書
付
御
渡
被
下

候
、
若
左
様
之
節
者
働
之
儀
如
何
可
仕
哉
之
事
、

一�

自
然
対
州
之
内
江
替
た
る
異
国
船
抔
参
着
碇
を
も
お
ろ
し
候
ハ
ヽ
如
何
様
ニ
申
付
候
而
可
然
哉
之
事
、

一�

万
一
右
之
船
参
候
ハ
ヽ
番
船
警
固
等
堅
申
付
長
崎
江
可
送
遣
候
得
共
、
人
質
を
取
、
別
船
ニ
乗
置
不
申
候
而
者
海
上
ニ
而
長
崎

江
乗
不
参
、
何
方
成
共
乗
出
候
時
可
仕
様
茂
無
御
座
候
、
乍
去
邪
法
之
者
ニ
候
へ
ハ
人
質
を
取
日
本
船
ニ
此
方
之
者
同
前
ニ
乗

合
候
儀
遠
慮
仕
候
、
如
何
可
仕
哉
之
事
、

一�

若
人
質
を
取
候
様
ニ
と
之
御
事
ニ
候
ハ
ヽ
其
段
申
掛
候
而
、
人
質
不
相
渡
候
者
如
何
可
仕
哉
之
事
、

一�

飯
米
・
水
・
木
・
肴
・
野
菜
等
望
候
ハ
ヽ
如
何
可
仕
哉
之
事
、

		


右
之
通
委
奉
窺
早
々
江
戸
表
江
可
申
越
候
、
宜
御
差
図
奉
給
旨
対
馬
守
申
付
候
、

一�

替
た
る
異
国
船
長
崎
江
参
候
時
、
使
者
柄
并
上
下
人
数
之
事
、

一�

使
者
乗
船
之
様
子
之
事
、

一�

両
使
者
可
被
遣
哉
之
事

一�

番
船
之
様
子
之
事
、

		�



右
者
於
長
崎
諸
方
承
合
可
被
申
候
、
難
相
知
様
子
ニ
候
ハ
ヽ
右
之
ケ
条
貴
殿
心
得
申
候
様
ニ
被
相
窺
候
而
茂
可
然
候
、
尤
右

之
書
付
之
外
御
心
得
ニ
可
罷
成
儀
被
承
立
候
ハ
ヽ
具
可
被
申
上
候
、
以
上
、
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多
田
與
左
衛
門

	

寅
年
十
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
左
衛
門

	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
村
伊
織

						






津
江
左
太
郎
殿

一
条
目
か
ら
五
条
目
ま
で
は
宗
義
真
が
長
崎
奉
行
へ
の
問
い
合
わ
せ
を
求
め
た
事
項
で
、
そ
の
後
の
三
条
が
長
崎
で
他
大
名
家
に
問

い
合
わ
せ
る
事
項
で
あ
っ
た
。

ま
ず
一
条
目
で
は
、
万
一
異
国
船
が
来
航
し
た
場
合
、
ど
う
対
応
す
べ
き
か
。
つ
ぎ
に
、
対
馬
島
内
で
異
国
船
が
碇
を
下
ろ
し
た
場

合
、
ど
ん
な
こ
と
を
命
じ
る
べ
き
な
の
か
、
問
う
て
い
る
。
そ
し
て
三
条
目
は
意
味
が
と
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
万
一
異
国
船
が

来
た
場
合
は
番
船
を
つ
け
て
警
護
な
ど
を
命
じ
長
崎
へ
移
送
す
る
け
れ
ど
も
、
人
質
を
取
っ
て
別
船
に
乗
せ
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

海
上
で
長
崎
へ
乗
せ
て
い
け
ず
、
事
態
が
ど
う
な
っ
た
と
し
て
も
船
を
出
そ
う
と
し
た
と
き
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
邪
法
の
者
（
キ
リ
シ
タ
ン
）
で
あ
る
か
ら
人
質
と
し
て
日
本
船
に
日
本
人
同
前
に
乗
り
合
う
こ
と
を
遠
慮
す
る
。
こ
う
し
た

場
合
、
ど
う
対
処
す
べ
き
か
を
伺
っ
て
い
る
。
つ
づ
く
四
条
目
で
は
、
も
し
人
質
を
取
る
よ
う
に
と
い
っ
た
ご
指
示
で
あ
れ
ば
、
そ
の

こ
と
を
伝
え
て
も
人
質
を
渡
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
ど
う
対
処
す
べ
き
か
と
、
さ
ら
な
る
事
態
で
の
対
処
法
を
確
認
し
て
い
る
。
日
本
近

海
に
漂
流
し
た
唐
船
や
朝
鮮
船
か
ら
人
質
を
と
る
こ
と
を
通
常
行
っ
て
い
る
宗
家
で
あ
っ
て
も
、
異
国
船
か
ら
人
質
を
取
る
こ
と
は
困

難
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
五
条
目
は
、
飯
米
・
水
・
木
・
肴
・
野
菜
等
を
異
国
船
が
望
ん
だ
場
合
の
対
応
に

つ
い
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
後
の
六
条
目
か
ら
は
長
崎
に
異
国
船
が
来
航
し
た
際
に
お
け
る
関
係
諸
大
名
家
の
対
応
確
認
で
あ
る
。
前
年
の
貞
享
二
年
六
月

に
南
蛮
船
が
日
本
人
漂
流
民
を
乗
せ
て
長
崎
に
来
航
し
、
そ
の
際
対
馬
か
ら
使
者
を
送
っ
た
経
験
を
持
ち
、
他
大
名
家
の
動
き
の
把
握

に
も
努
め
た
が
、
幕
府
が
新
た
な
指
示
を
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
改
め
確
認
す
る
動
き
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）
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以
上
の
宗
家
国
元
か
ら
の
指
示
を
ふ
ま
え
る
と
、
藩
主
義
真
が
国
元
に
細
か
い
指
示
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
だ
が
、
宗

家
は
今
回
の
幕
府
の
指
示
を
重
く
受
け
止
め
そ
れ
に
忠
実
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
忠
実
に
応
え
る

た
め
に
、
今
回
の
幕
府
の
指
示
に
お
け
る
現
地
レ
ベ
ル
の
責
任
者
を
長
崎
奉
行
と
認
識
し
て
動
い
た
。

（
２
）　
長
崎
奉
行
所
で
の
確
認
作
業

対
馬
か
ら
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
た
津
江
は
前
任
者
の
田
中
所
右
衛
門
と
と
も
に
交
代
の
お
礼
の
た
め
に
長
崎
奉
行
所
を
十
一
月
二
十
七

日
に
訪
れ
、
長
崎
奉
行
川
口
源
左
衞
門
と
対
面
し
た
。
そ
の
場
面
か
ら
津
江
は
国
元
の
家
老
（
杉
村
伊
織
・
樋
口
左
衛
門
・
多
田
与
左

衛
門
・
平
田
直
右
衛
門
）
へ
書
き
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
十
一
月
晦
日
付
の
「
津
江
左
太
郎
長
崎
ゟ
差
越
候
覚
書
之
写
」
で
、
十
六
条

（
①
～
⑯
）
か
ら
な
り
、
内
容
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
（
紙
幅
の
関
係
上
、
史
料
の
全
文
紹
介
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
）。

①
～
④
が
津
江
と
長
崎
奉
行
川
口
と
の
や
り
取
り
、
⑤
～
⑩
ま
で
が
川
口
の
家
老
味
岡
勘
兵
衛
と
の
や
り
取
り
、
⑪
～
⑯
は
長
崎
奉

行
所
訪
問
を
経
た
う
え
で
の
津
江
の
考
え
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
ま
ず
①
～
④
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
聞
役
の
交
代
に
伴
い
津

江
が
長
崎
奉
行
所
を
訪
れ
、
川
口
に
お
目
通
り
が
か
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
際
、
口
上
で
申
し
上
げ
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
藩
主
宗
義
真
が
命
じ
て
い
る
の
は
、
こ
の
度
江
戸
で
命
じ
ら
れ
た
の
は
長
崎
表
が
幕
府
に
と
っ
て
大
切
な
場
所
で
あ
る
か
ら
、

万
一
変
わ
っ
た
異
国
船
な
ど
が
来
航
し
た
場
合
、
早
速
長
崎
奉
行
所
へ
ご
相
談
を
す
る
よ
う
に
と
い
っ
た
内
容
の
書
付
を
い
た
だ
い
た
。

も
し
そ
う
し
た
場
合
の
勤
め
は
ど
う
す
べ
き
か
、
そ
の
ほ
か
口
上
の
覚
書
を
書
き
載
せ
て
い
る
。
こ
の
通
り
委
し
く
伺
っ
て
（
宗
義
真

か
ら
の
）
御
指
図
の
通
り
（
長
崎
奉
行
の
）
御
家
老
中
か
ら
御
書
付
を
受
け
取
っ
て
く
る
よ
う
に
と
申
し
付
け
た
。
よ
ろ
し
く
御
指
図

を
給
わ
っ
て
く
る
旨
を
義
真
は
命
じ
た
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
（「
私
口
上
ニ
而
申
上
候
ハ
、
対（
宗
義
真
）

馬
守
申
付
候
ハ
、
今
度
於
江
戸
表
被

仰
付
候
ハ
長
崎
表
之
儀
大
切
之
場
所
候
間
、
万
一
替
た
る
異
国
船
な
と
参
候
ハ
ヽ
早
速
長
崎
御
奉
行
所
江
可
遂
御
相
談
之
旨
御
書
付
御

渡
被
下
候
、
若
左
様
之
節
者
勤
之
儀
如
何
可
仕
候
哉
、
其
外
口
上
之
覚
書
被
書
載
候
、
右
之
通
委
敷
奉
窺
、
御
差
図
之
通
御
家
老
中
ゟ

（
21
）
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御
書
付
請
取
差
越
候
様
ニ
と
申
付
候
、
宜
御
差
図
奉
給
之
旨
対
馬
守
申
付
候
」
①
）。

川
口
は
宗
義
真
か
ら
の
御
音
礼
に
忝
い
と
の
思
い
を
伝
え
た
う
え
で
、
家
来
ど
も
へ
の
口
上
の
覚
書
を
詳
し
く
拝
見
し
た
。
こ
の
た

び
江
戸
で
宗
義
真
へ
御
書
付
が
渡
さ
れ
た
と
い
う
内
容
の
書
付
は
承
っ
た
。
老
中
か
ら
西
国
大
名
、
長
崎
近
郊
に
所
領
を
持
つ
者
へ
も

御
書
付
を
同
様
に
渡
さ
れ
た
こ
と
を
、
先
頃
江
戸
か
ら
の
知
ら
せ
で
知
っ
た
。
未
だ
変
わ
っ
た
異
国
船
の
参
着
が
起
き
て
い
な
い
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
指
図
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
対
馬
に
着
船
の
場
合
も
同
様
の
こ
と
で
、
実
際
起
き
た
時
に
指
図
す
る
と

お
聞
き
し
た
、
と
記
し
て
い
る
（
②
）。
川
口
の
独
自
の
考
え
な
ど
津
江
に
対
し
て
何
も
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
後
川
口
か
ら
の
返
答
に

応
じ
た
津
江
は
、
実
際
異
国
船
の
来
航
が
あ
っ
て
伺
う
と
言
っ
て
も
対
馬
は
海
上
の
遠
方
で
、
そ
の
う
え
険
難
な
海
で
心
の
ま
ま
に
渡

海
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
御
指
図
の
到
来
が
遅
れ
て
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
長
崎
奉
行
の
お
考
え
を

得
た
い
と
い
う
の
が
義
真
の
ご
内
意
だ
と
申
し
上
げ
た
（「
尤
至
其
節
可
奉
窺
候
得
共
対
州
之
儀
者
海
上
遠
方
と
申
、
其
上
難
海
之
儀
候

得
者
心
儘
渡
海
難
仕
候
、
御
差
図
之
御
到
来
及
遅
進
候
而
者
大
切
之
御
事
奉
存
候
、
依
之
兼
而
対
馬
守
奉
得
御
内
意
由
申
上
候
」
③
）。

川
口
は
、
仰
っ
て
い
る
こ
と
は
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
と
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
そ
う
は
い
っ
て
も
江
戸
か
ら
あ
ら
か
じ
め
命
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
自
分
の
目
で
見
て
い
な
い
事
態
に
考
え
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
時
が
来
た
ら
指
図
す
る
の
で
、
こ

の
こ
と
を
宗
義
真
へ
伝
え
て
欲
し
い
と
川
口
が
言
っ
て
、
あ
と
は
家
来
に
相
談
す
る
よ
う
に
と
伝
え
た
。
津
江
は
こ
れ
に
応
じ
て
、
そ

の
場
を
退
座
し
た
（
④
）。

こ
の
や
り
取
り
か
ら
わ
か
る
の
は
、
宗
家
は
今
回
の
幕
府
の
異
国
船
に
関
す
る
指
示
を
重
く
受
け
止
め
、
長
崎
は
対
馬
か
ら
遠
方
で

あ
り
、
す
ぐ
に
長
崎
奉
行
の
指
示
を
長
崎
か
ら
受
け
ら
れ
な
い
地
理
的
制
約
も
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
異
国
船
へ
の
初
動
の
指
示
を
川

口
に
期
待
し
た
。
し
か
し
川
口
は
、
前
年
に
南
蛮
船
の
来
航
を
経
験
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
応
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
江
戸

の
幕
閣
が
期
待
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
川
口
の
家
老
と
の
や
り
取
り
が
、
つ
ぎ
の
⑤
か
ら
記
さ
れ
る
。

長
崎
奉
行
家
老
味
岡
勘
兵
衛
は
、
①
に
あ
っ
た
覚
書
を
持
ち
出
し
て
回
答
を
は
じ
め
た
。
こ
の
覚
書
は
、
後
の
箇
条
で
五
カ
条
の
構
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成
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
覚
書
は
現
存
し
な
い
が
【
史
料
四
】
の
内
容
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
味
岡
は
ま
ず
、
川
口
が
述
べ

た
よ
う
に
異
国
船
の
来
航
を
目
に
見
え
ざ
る
こ
と
で
あ
っ
て
予
め
対
応
を
決
め
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
、
飯
米
・
水
・
木
等

を
望
ん
だ
場
合
は
、
命
を
維
持
で
き
る
程
度
に
少
し
は
提
供
し
て
も
構
わ
な
い
と
回
答
し
た
（
⑤
）。
こ
れ
に
津
江
は
、
覚
書
に
記
さ
れ

て
い
る
対
馬
に
異
国
船
な
ど
が
来
て
、
も
し
碇
を
下
ろ
し
碇
泊
し
た
場
合
に
何
を
ど
う
命
じ
た
ら
よ
い
か
申
し
入
れ
た
（
⑥
）。
こ
れ
に

味
岡
は
、
変
わ
っ
た
船
が
ほ
か
の
地
域
に
着
い
た
こ
と
が
な
い
の
で
指
図
で
き
な
い
と
述
べ
、
人
質
を
取
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
キ
リ

シ
タ
ン
の
場
合
取
ら
な
い
の
は
尤
も
で
あ
る
と
し
、
楫
を
取
り
あ
げ
船
を
入
江
に
引
き
込
ん
だ
後
、
長
崎
へ
知
ら
せ
、
指
図
を
受
け
た

な
ら
ば
そ
れ
に
従
う
よ
う
に
、
と
語
っ
た
（
⑦
）。
こ
れ
を
受
け
て
津
江
は
、
異
国
船
が
舵
を
渡
せ
ば
入
江
に
引
き
揚
げ
長
崎
へ
事
態
を

伝
え
指
図
を
待
つ
が
、
楫
を
渡
さ
な
け
れ
ば
ど
う
す
る
か
。
ま
た
そ
の
間
に
異
国
船
が
出
帆
の
用
意
に
取
り
か
か
り
、
こ
ち
ら
が
楫
を

取
り
あ
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、
異
論
を
言
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
は
討
ち
取
ら
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
こ
と
も
指
図
が
な
け
れ
ば

大
変
な
こ
と
に
な
る
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
返
し
た
（
⑧
）。
津
江
は
、
現
実
の
初
動
で
判
断
し
か
ね
る
ケ
ー
ス
を
具
体
的
に
伝

え
、
何
か
し
ら
判
断
の
根
拠
に
な
る
コ
メ
ン
ト
を
ど
う
に
か
引
き
出
そ
う
と
味
岡
に
詰
め
寄
っ
た
。

こ
れ
に
味
岡
は
、
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
に
考
え
を
示
せ
ま
せ
ん
。
前
任
の
長
崎
奉
行
宮
城
は
常
々
唐
船
が
他
国
へ
漂
着
し
た
時
の
対
応

に
関
す
る
考
え
を
幕
府
に
求
め
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
指
図
は
な
か
っ
た
と
、
川
口
は
宮
城
か
ら
伺
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
川
口
も
ま
さ
し
く
考
え
ら
れ
な
い
と
言
っ
た
。
そ
の
後
味
岡
か
ら
、
宗
家
か
ら
示
さ
れ
た
こ
の
覚
書
を
頂
い
て
も
よ
い
か
と

話
さ
れ
た
の
で
（
⑨
）、
こ
れ
は
川
口
に
尋
ね
る
べ
き
こ
と
と
し
て
義
真
よ
り
命
じ
ら
れ
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
の
で
お
受
け
取
り
く
だ

さ
い
と
申
し
入
れ
、
津
江
は
田
中
と
共
に
そ
の
場
を
退
出
し
た
（
⑩
）。

長
崎
奉
行
川
口
と
の
や
り
取
り
と
比
較
し
て
回
答
を
得
ら
れ
た
箇
所
は
あ
る
も
の
の
、
宗
家
が
長
崎
奉
行
か
ら
期
待
し
た
内
容
の
回

答
は
結
局
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
以
下
⑪
か
ら
味
岡
が
二
人
と
接
触
し
た
上
で
思
慮
し
た
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
る
。

⑪
で
は
、
津
江
の
考
え
だ
が
、
川
口
は
不
審
な
異
国
船
が
来
た
場
合
、
そ
の
時
に
な
っ
て
江
戸
へ
対
応
を
伺
い
、
江
戸
よ
り
の
指
図
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を
受
け
取
っ
た
後
、
何
れ
の
大
名
へ
も
何
ら
か
の
指
示
を
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
⑫
に
記
さ
れ
て

い
て
、
少
々
の
こ
と
で
も
江
戸
に
指
図
を
仰
い
で
い
る
状
況
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
こ
の
秋
か
ら
入
念
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
五
百
石
の

加
増
が
関
係
し
て
い
る
と
み
て
い
た
（「
源
左
衛
門
様
長
崎
御
仕
置
之
次
第
沙
汰
仕
候
ハ
、
少
々
之
御
事
ニ
而
茂
江
戸
表
江
被
得
御
差
図

被
仰
付
由
ニ
御
座
候
、
殊
当
秋
役
目
ニ
被
入
念
由
ニ
而
、
五
百
石
之
御
加
増
御
拝
領
之
由
ニ
御
座
候
」）。
こ
の
加
増
は
希
な
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
で
将
軍
綱
吉
の
側
用
人
を
勤
め
て
い
た
牧
野
成
貞
と
近
し
い
関
係
に
も
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
、
幕
府
に
従
順
な
姿
勢
を
見
せ
る

必
要
が
川
口
に
は
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
が
⑬
か
ら
掴
め
る
。

江
戸
に
戻
っ
た
長
崎
奉
行
宮
城
監
物
が
「
長
崎
御
仕
置
不
宜
候
故
」
に
職
を
解
か
れ
、
逼
塞
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
知
ら
せ

が
十
一
月
廿
四
日
に
長
崎
へ
届
い
て
い
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
長
崎
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
宮
城
は
今
年
長
崎
で
起
き
た
抜
荷
で
、

江
戸
に
伺
わ
れ
ず
に
死
罪
な
ど
を
命
じ
た
、
そ
の
後
こ
の
よ
う
な
処
分
が
下
さ
れ
た
と
奉
行
所
で
は
御
案
内
が
あ
っ
た
、
こ
う
し
た
こ

と
も
あ
る
も
の
だ
、
と
の
風
聞
が
あ
る
と
国
元
へ
伝
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
宮
城
の
不
首
尾
が
あ
っ
た
の
で
、
い
よ
い
よ
川
口
へ
覚
書
五
ヶ
条
を
伺
っ
て
も
、
な
か
な
か
指
図
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
と
み
て
い
る
。
殊
の
外
、
小
さ
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
大
切
に
江
戸
へ
川
口
は
伺
っ
て
い
る
よ
う
で
、
他
大
名
の
附
士
（
長
崎
聞
役
）

か
ら
町
人
な
ど
の
間
で
も
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
と
、
津
江
は
国
元
へ
伝
え
た
（「
監
物
様
右
之
御
首
尾
故
、
弥
源
左
衞
門
様
江
此
方
之

御
覚
書
五
ケ
條
奉
伺
候
而
茂
、
中
々
御
差
図
被
成
御
事
ニ
而
無
御
座
候
、
殊
外
少
之
事
ニ
而
茂
大
切
被
成
江
戸
へ
御
伺
被
遊
候
由
、
何

茂
附
士
・
町
人
等
之
取
沙
汰
御
座
候
」
⑭
）。
幕
府
の
宮
城
へ
の
処
分
は
、
川
口
の
判
断
力
を
萎
縮
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
長
崎
で
の

見
方
が
あ
り
、
味
岡
も
同
様
の
見
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
⑮
に
は
、「
一
不
依
何
事
唯
今
之
御
様
躰
ニ
而
者
御
書
付
等
請
取
之
、

又
者
家
老
衆
ゟ
手
紙
之
端
ニ
茂
証
拠
ニ
罷
成
書
付
等
者
、
殊
外
遠
慮
被
仕
様
子
ニ
御
座
候
」
と
あ
っ
て
証
拠
に
な
り
そ
う
な
書
付
等
を

残
さ
な
い
慎
重
な
動
き
も
み
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

五
ヶ
条
へ
の
長
崎
奉
行
の
指
図
が
受
け
ら
れ
ず
心
許
な
い
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
、
長
崎
奉
行
大
沢
左
兵
衛
が
長
崎
へ
到
着
し
て
、

（
22
）

（
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）
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川
口
と
大
沢
両
人
宛
に
義
真
が
書
状
を
遣
わ
さ
れ
、
五
ヶ
条
の
直
札
に
な
さ
れ
な
い
と
、
な
か
な
か
ご
返
答
は
な
さ
れ
な
い
と
考
え
ま

す
、
と
最
後
に
書
い
て
筆
を
置
い
て
い
る
（
⑯
）。

幕
府
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
伝
播
へ
の
警
戒
感
を
持
ち
長
崎
奉
行
所
を
拠
点
に
九
州
の
諸
大
名
家
を
統
括
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
し

か
し
長
崎
奉
行
が
独
自
に
何
も
判
断
で
き
な
い
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
現
状
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
以
上
か
ら
理
解
で
き
よ
う
。【
史
料

四
】
の
後
半
に
は
、
長
崎
で
異
国
船
来
航
時
の
対
応
に
つ
い
て
方
々
へ
問
い
合
わ
せ
る
よ
う
に
と
家
老
に
命
じ
ら
れ
た
四
項
目
が
記
述

さ
れ
て
い
た
。
つ
ぎ
に
津
江
か
ら
の
回
答
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
３
）　
長
崎
在
勤
諸
大
名
家
来
の
認
識
と
対
応

十
一
月
晦
日
付
「
津
江
左
太
郎
長
崎
ゟ
差
越
候
覚
書
之
写
」
と
同
日
付
回
答
の
表
題
は
「
承
合
候
覚
」
で
あ
っ
た
。
津
江
佐
太
郎
か

ら
国
家
老
の
杉
村
伊
織
・
樋
口
左
衛
門
・
多
田
与
左
衛
門
・
平
田
直
右
衛
門
へ
送
ら
れ
た
も
の
で
八
ケ
条
（
①
～
⑧
）
か
ら
な
る
（
紙

幅
の
関
係
上
、
史
料
の
全
文
紹
介
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
）。

ま
ず
①
～
④
は
、
黒
田
家
の
安
見
正
左
衛
門
か
ら
得
た
情
報
で
あ
る
。
黒
田
家
の
領
内
に
異
国
船
が
来
た
場
合
、
警
固
の
た
め
に
番

船
を
数
十
艘
付
け
、
す
ぐ
に
長
崎
奉
行
所
へ
知
ら
せ
て
指
図
を
受
け
る
。
も
し
浦
や
津
、
或
い
は
航
海
中
に
警
固
か
ら
抜
け
出
す
よ
う

な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ど
う
に
か
そ
の
動
き
を
抑
え
て
、
そ
れ
で
も
出
帆
し
た
場
合
は
何
も
し
な
い
。
こ
の
こ
と
を
長
崎
奉
行
所
へ
お
知

ら
せ
申
し
上
げ
る
よ
う
に
、
と
命
じ
て
い
る
（
①
）。
そ
し
て
、
船
の
押
し
止
め
に
相
手
が
応
じ
ず
討
ち
取
る
こ
と
は
問
題
解
決
の
き
っ

か
け
に
は
な
る
け
れ
ど
も
、（
幕
府
も
し
く
は
長
崎
奉
行
か
ら
の
）
ご
指
図
も
な
い
の
だ
か
ら
、
ど
う
か
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し
て
抜
け

出
し
て
動
か
な
い
よ
う
に
と
（
領
内
に
は
）
命
じ
て
い
る
（
②
）。

つ
ぎ
に
、
今
年
は
黒
田
光
之
が
長
崎
御
番
所
を
担
当
し
て
い
る
の
で
、
領
内
に
変
わ
っ
た
異
国
船
が
着
い
た
時
は
家
老
達
、
大
組
の

物
頭
、
そ
の
ほ
か
数
千
人
が
警
固
に
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
長
崎
か
ら
の
指
図
次
第
で
、
異
国
船
を
長
崎
へ
召
し
寄
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、

（
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そ
の
時
警
固
に
必
要
な
者
た
ち
を
残
ら
ず
長
崎
へ
送
る
筈
で
あ
る
（
③
）。
そ
し
て
領
内
か
ら
長
崎
に
唐
船
を
送
り
立
届
け
た
際
の
状
況

を
最
後
に
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
当
春
領
内
に
唐
船
が
二
艘
漂
着
し
た
。
長
崎
へ
送
り
届
け
る
際
に
は
大
名
分
の
者
一
人
、
物
頭
数

十
人
、
船
手
奉
行
を
つ
け
、
関
船
二
十
四
・
五
艘
で
唐
船
一
艘
を
長
崎
ま
で
送
り
届
け
た
。
こ
れ
ら
の
費
用
は
唐
人
で
は
な
く
黒
田
家

で
負
担
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
、
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
（
④
）。
国
元
に
お
い
て
は
、
同
年
九
月
九
日
に
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
た

【
史
料
三
】
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
領
内
の
警
戒
を
申
し
付
け
、
藩
主
光
之
自
身
も
重
ね
重
ね
命
じ
た
。
以
上
の
内
容
は
黒
田
家
の
独
断
と

な
ろ
う
が
、
宗
家
に
は
有
益
な
情
報
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

つ
づ
く
⑤
は
鍋
島
家
の
こ
と
で
、
長
崎
御
屋
敷
番
士
廉
口
伊
左
衛
門
が
対
応
し
た
。
廉
口
が
語
る
こ
と
に
よ
る
と
、
鍋
島
家
の
領
内

は
海
に
面
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
、
請
所
は
な
い
。
内
海
は
あ
る
け
れ
ど
も
異
国
船
が
来
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
そ
の
た
め
異
国
船

来
航
時
に
備
え
た
用
意
は
し
て
い
な
い
。
鍋
島
光
茂
は
長
崎
御
番
所
の
役
を
勤
め
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
の
秋
他
大
名
と
同
様
に
先
の
【
史

料
三
】
を
命
じ
ら
れ
た
。
当
年
は
鍋
島
家
が
当
番
で
あ
る
の
で
、
ま
さ
し
く
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
た
。
こ

れ
以
外
に
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
津
江
は
報
告
し
て
い
る
。

⑥
⑦
は
細
川
家
で
、
長
崎
屋
敷
番
士
杉
原
儀
左
衞
門
が
対
応
し
た
。
杉
原
に
よ
る
と
、
細
川
家
領
内
の
海
で
請
所
は
な
く
、
天
草
に

海
は
あ
る
が
島
原
の
松
平
忠
房
の
領
内
で
あ
る
。
そ
の
外
は
内
海
で
あ
る
か
ら
異
国
船
の
来
る
と
こ
ろ
は
な
い
、
と
の
こ
と
だ
っ
た

（
⑥
）。
杉
原
か
ら
は
、
こ
の
秋
に
藩
主
綱
利
が
老
中
大
久
保
忠
朝
宅
に
呼
ば
れ
、【
史
料
三
】
を
渡
さ
れ
、
そ
の
際
に
領
内
で
い
つ
も
キ

リ
シ
タ
ン
の
も
の
数
百
人
が
見
つ
か
る
の
で
、
領
内
の
支
配
、
宗
旨
の
吟
味
に
念
を
入
れ
る
よ
う
指
示
を
受
け
た
。
殊
に
長
崎
に
関
す

る
内
容
の
書
付
を
受
け
取
っ
た
か
ら
、
他
家
の
長
崎
附
士
（
聞
役
）
に
問
い
合
わ
せ
よ
う
と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
は
諸
大
名
の
附
士

が
国
元
に
戻
っ
て
い
る
の
で
、
来
春
問
い
合
わ
せ
る
と
語
っ
た
（
⑦
）。
鍋
島
家
同
様
、
細
川
家
も
幕
府
の
指
示
を
す
で
に
伝
わ
っ
て
い

た
が
、
領
内
で
キ
リ
シ
タ
ン
の
発
覚
が
続
き
、
老
中
か
ら
特
に
領
国
支
配
に
力
を
入
れ
る
こ
と
を
念
押
さ
れ
て
い
た
。
個
別
で
こ
う
し

た
指
示
を
老
中
に
受
け
る
立
場
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
関
係
諸
大
名
へ
の
照
合
も
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
大
名
家
と
同
様
、
幕
府

（
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の
指
示
に
実
直
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
な
い
立
場
に
細
川
家
は
お
か
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

津
江
に
と
っ
て
、
細
川
家
か
ら
諸
大
名
の
附
士
が
国
元
に
戻
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
照
合
を
来
春
に
行
お
う
と
考
え
て
い
た
、
と
の
回

答
は
、
自
分
が
課
せ
ら
れ
た
役
務
の
限
界
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
に
最
後
の
条
文
に
状
況
を
「
一
長
崎
江
唯
今
被
居
候
附
士
右（
黒
田
光
之
）

衛
門
佐

様
・
丹（
鍋
島
光
茂
）

後
守
様
・
越（
細
川
綱
利
）

中
守
様
三
家
に
し
て
は
居
不
申
候
故
難
承
合
御
座
候
、
来
春
夏
な
く
て
は
委
細
難
知
御
座
候
」（
⑧
）
と
記
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
十
一
月
に
は
黒
田
家
、
鍋
島
家
、
細
川
家
、
そ
し
て
宗
家
以
外
は
長
崎
に
滞
在
す
る
家
臣
は
お
ら
ず
、
来
春
夏
で
な

い
と
他
家
の
情
報
は
入
手
で
き
な
い
、
と
国
元
へ
知
ら
せ
た
。
こ
れ
は
大
名
家
に
と
っ
て
長
崎
が
通
年
で
重
要
な
都
市
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
証
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
オ
ラ
ン
ダ
船
来
航
時
の
み
聞
役
が
長
崎
滞
在
と
い
う
こ
と
は
、
大
抵
の
大
名
家
が
長
崎
を

貿
易
都
市
と
し
て
し
か
認
識
し
て
お
ら
ず
、
長
崎
聞
役
の
寄
合
は
こ
う
し
た
状
況
下
に
通
年
で
催
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
、
こ
れ

ら
は
長
崎
が
政
治
都
市
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
三
章　
異
国
船
漂
着
に
み
る
長
崎
奉
行
と
大
名
家

（
１
）　
二
隻
の
異
国
船

貞
享
三
年
に
幕
府
が
異
国
船
へ
の
警
戒
を
九
州
の
大
名
家
に
命
じ
た
翌
年
、
二
隻
の
異
国
船
問
題
が
生
じ
た
。
一
隻
が
琉
球
、
も
う

一
隻
が
紀
州
で
発
見
さ
れ
た
。
以
下
、
長
崎
奉
行
と
大
名
家
が
実
際
ど
う
異
国
船
問
題
に
対
拠
し
た
の
か
確
認
す
る
。

ま
ず
琉
球
で
発
見
さ
れ
た
異
国
船
は
、
お
そ
ら
く
島
津
家
か
ら
長
崎
奉
行
へ
送
ら
れ
た
「
琉
球
之
内
勝
連
と
申
在
所
之
沖
濱
嶋
と
申

小
嶋
ニ
、
当
年
四
月
異
国
船
壱
艘
漂
着
、
則
出
船
仕
候
覚
」
の
写
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
四

月
十
一
日
、
琉
球
の
勝
連
沖
に
位
置
す
る
濱
島
近
く
で
異
国
船
は
碇
を
下
ろ
し
て
漂
着
し
て
い
た
。
辺
り
の
者
が
小
船
を
出
し
て
確
認

し
た
と
こ
ろ
、
日
本
船
で
い
う
と
十
二
・
三
端
帆
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
十
人
程
が
乗
船
し
て
い
た
。
鉄
炮
・
弓
・
鑓
な
ど
を
搭
載
し
て

（
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い
た
が
兵
船
で
は
な
く
、
乗
船
者
に
ど
こ
の
国
の
船
か
尋
ね
て
も
言
葉
も
文
字
も
通
じ
な
か
っ
た
。
船
は
オ
ラ
ン
ダ
船
に
似
た
も
の
で
、

乗
船
者
は
清
で
見
か
け
た
オ
ラ
ン
ダ
人
が
連
れ
て
い
る
下
僕
に
似
て
お
り
、
こ
の
船
が
オ
ラ
ン
ダ
船
の
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
。

こ
の
こ
と
は
勝
連
物
主
が
那
覇
に
飛
脚
を
送
り
、
鹿
児
島
か
ら
那
覇
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
在
番
が
知
ら
せ
を
受
け
て
勝
連
へ
向
か
っ
た
。

こ
の
間
、
異
国
船
が
出
船
す
る
様
子
に
見
え
た
こ
と
か
ら
小
船
を
出
し
て
止
め
よ
う
と
試
み
る
も
、
波
が
高
く
て
近
づ
け
な
か
っ
た
。

異
国
船
は
こ
の
様
子
を
見
て
碇
を
あ
げ
て
寅
の
方
（
東
北
）
へ
向
け
て
出
船
し
た
。
そ
の
後
琉
球
内
で
も
浦
々
で
異
国
船
の
警
戒
に
あ

た
ら
せ
た
が
変
わ
っ
た
こ
と
は
起
き
な
か
っ
た
。

一
方
紀
州
の
件
は
、
同
年
八
月
八
日
紀
州
浦
に
漂
着
し
た
異
国
船
だ
っ
た
。
紀
州
藩
は
警
固
の
船
を
派
遣
し
て
対
応
に
あ
た
っ
た
。

同
月
二
十
八
日
に
警
固
船
を
つ
け
て
長
崎
へ
向
け
て
出
航
し
た
。
乗
組
員
の
生
存
者
は
三
人
だ
っ
た
が
、
播
州
室
津
で
一
人
、
筑
前
相

島
で
一
人
死
亡
し
た
。
そ
の
た
め
遺
体
を
塩
詰
め
し
て
長
崎
へ
送
っ
た
。
十
一
月
六
日
に
長
崎
へ
着
き
、
船
は
長
崎
港
内
に
入
れ
番
船

を
つ
け
た
。
翌
日
生
き
残
っ
た
一
人
が
長
崎
奉
行
所
へ
引
き
渡
さ
れ
、
長
崎
奉
行
所
で
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
を
介
し
て
尋
問
し
た
。

薩
摩
藩
の
長
崎
聞
役
市
来
次
左
衛
門
が
国
元
へ
送
っ
た
十
一
月
十
日
付
の
口
上
之
覚
に
よ
る
と
、
ま
ず
船
は
呂
宋
の
「
か
へ
つ
た
」

の
者
で
十
一
人
が
乗
船
し
て
い
た
。
同
船
は
同
年
三
月
二
十
二
日
に
「
か
へ
つ
た
」
か
ら
同
国
内
「
は
が
し
な
」
へ
米
を
買
い
に
向
か
っ

た
と
こ
ろ
海
上
で
遭
難
し
て
日
本
に
漂
着
し
た
。
十
一
人
の
う
ち
船
頭
を
含
む
八
人
は
食
糧
が
尽
き
て
餓
死
し
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う

に
日
本
国
内
で
二
人
の
命
が
潰
え
た
。
生
き
残
っ
た
も
の
の
名
前
は
「
如
安
」、
二
十
二
歳
で
水
主
だ
っ
た
。

一
見
こ
の
二
件
に
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
関
係
を
疑
っ
た
者
が
い
た
。
そ
の
人
物
の
一
人
と
は
長
崎
奉
行
川
口
宗
恒
で
あ
る
。

（
２
）　
長
崎
奉
行
の
疑
念
と
島
津
家
の
不
安

島
津
家
の
長
崎
聞
役
市
来
次
左
衛
門
が
同
年
十
一
月
十
日
付
で
国
元
へ
送
っ
た
「
覚
」
に
は
、「
一
源（
川
口
宗
恒
）

左
衛
門
様
ゟ
私
江
分
而
被
仰
聞

候
ハ
、
先
比
御
領
内
江
漂
着
候
異
国
船
之
絵
図
ニ
、
此
節
之
船
能
似
候
ニ
付
、
通
事
を
以
別
ニ
何
方
へ
も
碇
を
入
候
處
ハ
無
之
哉
と
御

（
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尋
被
成
候
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
川
口
は
御
領
内
（
島
津
家
領
内
）
に
漂
着
し
た
異
国
船
の
絵
図
が
、
今
回
紀
州
に
漂
着
し
た
船
と
似

て
い
る
と
考
え
た
。
如
安
は
キ
リ
ス
ト
の
磔
刑
十
字
架
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
身
に
つ
け
て
い
た
し
、
前
年
に
幕
府
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
潜
入
へ

の
警
戒
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
頭
に
よ
ぎ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
琉
球
を
島
津
家
領
内
と
認
識
し
て
い
た
長
崎
奉
行
の
琉
球
認
識
に
関

し
て
は
改
め
て
検
討
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
紀
州
漂
着
迄
の
経
緯
を
如
安
に
確
認
し
た
。
こ
の
問
い
に
如
安
は
、「
呂
宋
出
船
以
後
紀
州

ゟ
外
江
碇
を
入
候
處
、
曽
而
無
御
座
」
と
答
え
て
い
る
。
従
っ
て
島
津
家
と
今
回
の
紀
州
漂
着
船
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
た
。

実
は
こ
の
件
、
島
津
家
側
で
も
気
に
か
け
て
い
た
。
こ
の
点
が
、
琉
球
で
異
国
船
が
漂
着
し
て
い
た
こ
と
を
長
崎
奉
行
に
知
ら
せ
た

長
崎
奉
行
宛
の
「
覚
書
」
写
と
、
こ
の
件
で
新
納
久
辰
が
得
た
情
報
を
ま
と
め
た
「
御
覚
」
を
三
司
官
へ
送
る
際
の
十
月
十
四
日
付

「
覚
」
で
掴
め
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
最
初
に
琉
球
か
ら
伝
え
ら
れ
た
情
報
の
ま
ま
で
は
、
琉
球
が
残
念
な
こ
と
、
つ
ま
り
異
国
船
対
応
の
不
備
を
咎
め

ら
れ
る
。
そ
の
た
め
長
崎
奉
行
に
相
談
し
て
改
め
て
報
告
を
差
し
戻
し
「
御
覚
書
」
を
整
え
て
再
度
使
者
を
長
崎
へ
派
遣
し
た
。
そ
の

結
果
、
長
崎
奉
行
に
口
だ
し
さ
れ
な
い
で
済
む
こ
と
に
な
り
、
よ
い
結
果
と
な
っ
た
。
改
め
て
長
崎
奉
行
へ
提
出
し
た
内
容
で
変
更
の

あ
っ
た
箇
所
を
確
認
し
て
辻
褄
の
合
う
よ
う
に
し
て
お
く
よ
う
に
琉
球
方
へ
伝
え
て
い
る
（「
一
最
前
従
琉
球
被
申
上
候
趣
ニ
而
ハ
、
琉

球
方
無
念
ニ
罷
成
儀
候
故
、
御
相
談
候
て
御
取
直
被
成
、
御
覚
書
御
調
以
軽
使
長
崎
へ
被
為
仰
越
候
處
ニ
、
無
御
口
能
相
済
幸
之
儀
候
、

右
覚
書
之
内
各
よ
り
被
申
上
候
筋
ニ
相
替
候
所
、
得
と
被
致
拝
見
落
着
被
仕
可
然
候
」）。
長
崎
奉
行
と
島
津
家
の
間
で
、
実
際
の
異
国

船
対
応
を
隠
蔽
し
て
報
告
の
改
竄
迄
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
琉
球
を
も
巻
き
込
ん
だ
も
の
で
巧
妙
な
手
口
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
長
崎
奉
行
川
口
も
、
特
段
島
津
家
を
咎
め
る
こ
と
な
く
指
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
事
な
か
れ
で
大
名
家
と
辻
褄
を

合
わ
せ
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
島
津
家
は
長
崎
奉
行
経
験
者
で
あ
る
大
目
付
河
野
通
定
に
つ
ぎ
の
「
覚
」
を
送
っ
て
い
る
。

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）



─ 99 ─

綱
吉
政
権
に
よ
る
異
国
船
対
応
策
と
幕
藩
関
係

【
史
料
五
】

					





覚

①
一�
漂
着
船
之
儀
ハ
前
々
よ
り
被
仰
渡
置
候
通
可
有
覚
悟
事
、

②
一�
当
五
月
参
候
船
ハ
漂
着
共
難
申
候
、
ケ
様
成
船
ハ
陸
地
ニ
警
固
申
付
置
、
通
船
候
ハ
ゝ
其
通
勝
手
之
儀
ニ
候
、
於
長
崎
御
奉
行

衆
被
仰
候
も
琉
球
ハ
被
成
了
簡
候
ニ
、
諸
国
往
還
之
筋
ニ
而
可
有
之
候
、
然
時
ハ
ケ
様
成
船
ハ
い
か
ほ
と
も
漂
流
い
た
す
へ
き

事
ニ
候
へ
ハ
、
何
之
子
細
も
無
之
儀
ニ
而
、
無
構
可
罷
免
在
之
處
ニ
、
小
船
を
出
し
得
と
見
分
候
而
、
米
・
薪
等
遣
候
程
之
儀

ニ
候
へ
ハ
、
留
不
申
候
而
不
叶
儀
ニ
候
、
ケ
様
成
何
之
子
細
も
無
之
船
を
留
置
候
へ
者
、
此
方
ニ
も
御
厄
害
、
第
一
国
司
様
御

不
候
旨
為
被
仰
之
由
候
、
右
之
通
何
之
御
用
も
無
之
船
之
儀
子
細
ら
し
く
申
上
候
へ
ハ
、
長
崎
御
奉
行
之
前
ニ
而
被
差
捨
候
儀

も
難
成
、
江
戸
へ
被
仰
上
事
候
、
左
様
ニ
候
へ
ハ
以
之
外
御
気
苦
労
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
肝
要
な
ら
さ
る
儀
ハ
不
申
上
方
御
勝
手

之
様
ニ
見
及
候
由
、
長
崎
御
附
人
ゟ
申
来
候
事
、

③
一�

此
節
之
漂
着
船
ニ
新
納
武
左
衛
門
中
途
ま
て
成
共
可
罷
出
儀
ニ
候
處
無
其
儀
候
、
別
而
不
宜
存
候
、
先
年
は
た
国
之
船
あ
ハ
嶋

江
漂
着
之
時
分
ハ
追
付
致
出
船
候
、
此
度
之
儀
ハ
四
五
日
罷
在
候
處
、
差
越
不
被
申
儀
近
比
大
方
成
儀
ニ
候
、
在
命
ニ
候
ハ
ゝ
、

御
咎
目
も
可
有
之
儀
ニ
候
へ
共
死
去
故
其
通
ニ
而
候
、
三
司
官
衆
も
向
後
ケ
様
之
時
分
ハ
異
国
奉
行
召
列
其
所
江
差
越
差
図
被

申
可
然
候
事
、

④
一�

此
節
之
儀
右
之
異
国
船
ニ
各
乗
候
て
見
分
候
、
是
程
迄
緩
々
と
仕
、
其
侭
帰
帆
い
た
さ
せ
候
儀
ハ
大
方
成
儀
ニ
候
、
向
後
ハ
右

之
通
ニ
乗
候
而
船
中
改
候
ほ
と
之
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
留
置
可
被
申
上
候
、
尤
異
国
船
御
当
地
へ
被
差
上
候
而
可
有
之
候
、
左
候

ハ
ヽ
、
警
固
ニ
琉
球
衆
幷
在
番
之
付
衆
之
内
一
人
被
相
附
候
而
可
有
之
候
、
右
ニ
も
如
申
候
差
而
御
用
無
之
船
之
儀
ハ
、
殊
外

御
六
ケ
敷
儀
ニ
候
間
、
構
不
申
帰
帆
さ
せ
候
儀
可
然
様
ニ
存
候
事
、

⑤
一�

右
之
通
得
と
船
中
見
分
候
而
、
無
口
能
帰
帆
候
と
ハ
難
申
、
早
速
致
出
船
候
様
ニ
長
崎
ヘ
ハ
申
上
候
事
、
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⑥
一�

当
八
月
紀
伊
国
へ
異
国
船
漂
着
候
、
何
方
へ
か
の
年
貢
船
帰
帆
之
時
分
遇
難
風
漂
着
之
由
候
、
船
ハ
長
十
二
間
半
、
横
四
間
、

帆
ハ
八
方
帆
、
人
数
十
人
乗
申
候
、
七
人
ハ
死
三
人
生
残
候
、
鉄
炮
五
挺
・
弓
一
張
船
中
ニ
有
之
由
、
然
時
ハ
琉
球
へ
漂
着
之

船
ニ
為
指
不
替
様
ニ
存
候
、
琉
球
ゟ
帰
帆
之
刻
、
卯
之
方
ニ
乗
候
由
候
へ
者
、
紀
伊
国
へ
参
候
儀
ニ
而
も
可
有
之
哉
と
存
候
、

乍
然
五
月
よ
り
八
月
迄
之
飯
米
有
之
間
敷
候
ヘ
ハ
、
三
人
も
生
残
筈
ニ
而
無
之
候
、
頃
日
如
長
崎
為
付
送
遣
由
候
、
自
然
御
尋

候
而
琉
球
ニ
て
米
な
と
と
ら
せ
候
儀
、
其
外
有
体
申
候
ハ
ヽ
相
違
ニ
可
罷
成
哉
と
別
而
気
遣
ニ
存
候
、
ケ
様
ニ
日
本
之
内
ニ
漂

着
可
仕
と
ハ
、
前
方
何
れ
も
存
寄
有
間
敷
候
處
、
右
之
通
ニ
御
座
候
、
琉
球
へ
参
候
船
ニ
而
無
之
候
ヘ
ハ
幸
之
儀
ニ
候
、
船
路

ハ
難
計
儀
ニ
候
ヘ
ハ
、
弥
以
被
入
念
候
様
ニ
申
達
度
候
事
、

		�



右
大
抵
如
此
ニ
候
、
兼
々
心
得
ニ
も
可
成
候
間
、
此
趣
を
以
得
と
可
被
申
越
候
、
尤
其
方
ま
て
内
意
ニ
候
ヘ
ハ
、
急
度
被
仰
渡

候
儀
と
不
被
存
様
ニ
可
申
越
候
、
以
上
、
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十
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十
五
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新　

又
左
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門

						






河
野
伊（

通

定

）

右
衛
門
殿

②
か
ら
は
琉
球
の
濱
島
沖
に
投
錨
し
て
い
た
船
に
つ
い
て
、
島
津
家
が
認
識
す
る
「
漂
着
」
に
合
致
す
る
事
例
で
あ
る
と
判
断
を
難

し
く
感
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
船
を
発
見
す
る
と
陸
地
に
警
固
を
命
じ
る
。
船
が
通
航
す
る
場
合
は
そ
の
ま
ま
に
す
る
。

長
崎
奉
行
衆
が
仰
っ
て
い
る
琉
球
の
考
え
も
、
諸
国
の
船
が
往
来
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
は
、
こ
の
よ
う
な
船
は
い
く

ら
で
も
漂
流
す
る
の
で
、
ど
ん
な
こ
と
も
差
し
支
え
な
く
、
何
等
対
応
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
小
船
を
出
し
て
船
の
様
子
を
伺

い
、
米
・
薪
等
の
提
供
な
ど
す
る
と
船
を
止
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
う
し
た
様
子
も
な
い
船
を
意
味
な
く
止
め
た
な
ら
ば
こ

の
方
に
も
厄
害
と
な
る
。
長
崎
奉
行
と
し
て
も
見
過
ご
す
こ
と
も
で
き
ず
、
江
戸
へ
報
告
を
あ
げ
ざ
る
を
え
な
い
。
重
要
で
な
い
こ
と

は
お
知
ら
せ
し
な
い
方
が
都
合
の
良
い
よ
う
に
見
え
る
、
と
国
元
は
長
崎
御
附
人
（
聞
役
）
か
ら
報
告
を
受
け
て
い
る
。
以
上
を
ふ
ま
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え
る
と
、
異
国
船
で
あ
れ
、
止
ま
ら
な
い
限
り
大
事
に
い
た
ら
な
い
と
の
認
識
で
長
崎
奉
行
と
島
津
家
は
理
解
し
て
い
た
。

し
か
し
③
を
み
る
と
、
在
番
の
新
納
武
左
衛
門
は
、
本
来
途
中
ま
で
出
向
く
必
要
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
出
向
か
な
か
っ
た
。

こ
の
人
物
は
死
去
し
た
よ
う
で
存
命
で
あ
っ
た
な
ら
ば
何
ら
か
の
処
罰
が
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。

④
を
み
る
と
、
今
回
の
ケ
ー
ス
、
乗
船
し
て
見
分
ま
で
し
て
い
な
が
ら
帰
帆
さ
せ
た
の
は
ぞ
ん
ざ
い
な
対
応
で
あ
る
。
今
後
は
乗
船

し
て
船
中
の
改
め
な
ど
行
っ
た
場
合
は
船
を
留
め
置
く
こ
と
に
す
る
。
一
方
、
大
し
た
用
も
な
い
船
の
場
合
、
対
応
が
こ
と
の
ほ
か
難

し
い
の
で
、
構
う
こ
と
な
く
帰
帆
さ
せ
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
船
と
の
接
触
、
船
中
の
検
分
を
し
た
場
合
は
長
崎
奉
行
所
へ
報
告
す

る
、
と
し
て
い
る
（
⑤
）。

以
上
は
、
こ
の
年
琉
球
で
異
国
船
が
発
見
さ
れ
た
際
の
対
応
の
検
証
を
ふ
ま
え
、
今
後
の
基
本
的
な
指
針
を
ま
と
め
た
内
容
と
い
え

る
。
そ
の
中
で
も
ポ
イ
ン
ト
は
、
島
津
家
が
今
回
の
琉
球
で
の
対
応
に
不
備
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
を
大
目
付

に
伝
え
た
と
こ
ろ
に
、
あ
る
意
味
情
報
操
作
は
し
た
も
の
の
隠
蔽
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
っ
た
保
険
を
か
け
た
と
み
る
こ
と
も

で
き
る
。
で
は
何
故
島
津
家
は
琉
球
で
の
漂
着
船
対
応
を
河
野
へ
伝
え
た
の
か
、
そ
れ
は
紀
州
沖
で
の
異
国
船
漂
着
情
報
を
得
た
か
ら

だ
っ
た
。

⑥
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
第
一
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
紀
州
漂
着
異
国
船
の
生
存
者
三
人
の
う
ち
二
人
が
長
崎
に
着
く
前
に
命
を
落

と
し
た
。
こ
の
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
な
か
で
「
覚
」
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
情
報
の
異
国
船
の
様
子
、
そ
し
て
琉

球
で
漂
着
し
た
場
所
か
ら
卯
の
方
角
（
北
東
）
に
航
海
す
れ
ば
紀
州
に
辿
り
着
く
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
島
津
家
で
は
、
琉
球
で
発

見
し
た
異
国
船
が
紀
州
に
漂
着
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
不
安
視
し
た
。
琉
球
で
異
国
船
が
発
見
さ
れ
た
五
月
か
ら
紀
州
に
漂
着
し
た

八
月
に
至
る
期
間
食
料
が
潰
え
た
ら
三
人
も
生
存
な
ど
あ
り
え
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
頃
日
船
は
長
崎
に
移
送
す
る
と
聞
い
て
お

り
、
そ
の
際
に
異
国
人
が
琉
球
で
米
な
ど
の
食
料
を
提
供
さ
れ
た
り
、
そ
の
ほ
か
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
り
す
る
の
で
は
な
い

か
と
心
配
で
あ
る
。
琉
球
か
ら
離
れ
た
船
が
日
本
へ
漂
着
す
る
と
は
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
の
に
、
現
在
の
状
況
で
あ
る
。
島
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津
は
、
琉
球
で
の
異
国
船
対
応
に
不
備
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
お
り
、
さ
ら
に
長
崎
奉
行
と
の
間
で
対
応
を
隠
蔽
し
た
（
琉
球
と
も
情

報
共
有
）。
こ
れ
が
紀
州
に
漂
着
し
た
異
国
人
に
よ
っ
て
発
覚
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
琉
球
へ
参
候
船
ニ
而
無
之
候

ヘ
ハ
幸
之
儀
ニ
候
」
と
、
紀
州
の
漂
着
船
が
琉
球
で
発
見
さ
れ
た
異
国
船
で
な
い
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
島
津
家
が
紀
州
の
一
件
に
一
抹
の
不
安
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
が
、
如
安
の
口
述
で
島
津
家
の
不
安
が
払
拭
さ

れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

①
幕
府
は
貞
享
三
年
八
月
二
十
二
日
付
で
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
警
戒
と
異
国
船
対
応
の
拠
点
が
長
崎
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
九
州
の
大
名

家
に
命
じ
た
。
こ
れ
ま
で
こ
の
命
令
の
背
景
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
が
、
唐
一
統
に
よ
っ
て
清
か
ら
朝
鮮
を
経
て
日
本
に
キ
リ
シ
タ

ン
が
渡
っ
て
く
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
こ
れ
へ
の
警
戒
が
要
因
で
あ
っ
た
。

②
大
名
家
は
長
崎
奉
行
の
立
場
を
理
解
し
、
大
名
家
の
な
か
に
は
宗
家
の
よ
う
に
現
地
レ
ベ
ル
の
対
応
確
認
を
改
め
て
行
う
必
要
性
を

感
じ
る
存
在
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
応
じ
る
べ
き
立
場
に
あ
る
長
崎
奉
行
は
独
自
の
判
断
に
躊
躇
し
、
主
体
的
に
動
け
な
か
っ

た
。
家
老
の
応
対
も
奉
行
の
発
言
を
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、
苦
慮
し
た
様
子
が
伺
え
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
宮
城
の
解
職
が
あ
っ

て
幕
府
に
従
順
な
姿
勢
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
、
従
来
の
研
究
で
は
こ
う
し
た
状
況
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
幕
府

の
立
場
に
立
つ
と
、
警
戒
意
識
の
高
ま
り
か
ら
現
場
レ
ベ
ル
の
応
対
に
長
崎
奉
行
へ
期
待
し
た
も
の
の
萎
縮
し
て
お
り
、
幕
府
の
示

し
た
シ
ス
テ
ム
が
機
能
不
全
と
で
も
言
え
る
状
況
だ
っ
た
。

③
長
崎
に
は
諸
大
名
家
の
聞
役
が
駐
在
し
た
。
し
か
し
そ
の
派
遣
は
大
抵
オ
ラ
ン
ダ
船
来
航
時
で
あ
っ
た
。
季
節
関
係
な
く
異
国
船
の

（
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来
航
が
長
崎
で
み
ら
れ
た
時
期
の
よ
う
に
一
年
を
通
じ
て
長
崎
で
情
報
収
集
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

長
崎
は
大
名
家
に
と
っ
て
常
時
政
治
機
能
を
持
っ
た
都
市
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
広
域
的
に
複
数
の
大

名
家
が
対
外
政
策
を
担
う
場
合
、
今
回
の
よ
う
に
大
名
家
間
で
の
調
整
を
常
時
長
崎
で
行
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

④
こ
の
状
況
下
、
異
国
船
漂
着
へ
の
対
応
は
、
長
崎
奉
行
と
大
名
家
と
の
間
だ
け
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の

際
に
は
、
報
告
の
書
き
換
え
ま
で
も
行
わ
れ
、
そ
の
内
容
を
関
係
者
間
で
共
有
し
て
い
た
。
隠
蔽
発
覚
時
を
想
定
し
て
の
動
き
で
あ
っ

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
長
崎
奉
行
は
単
な
る
江
戸
で
決
ま
っ
た
政
策
の
代
弁
者
、
実
行
者
と
い
っ

た
側
面
だ
け
で
は
な
く
大
名
家
に
対
し
て
自
己
判
断
で
動
く
政
治
機
能
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
幕
府
に
咎
め
ら
れ
か

ね
な
い
判
断
を
も
大
名
家
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
幕
府
の
立
場
に
立
つ
と
対
外
政
策
実
現
の
構
造
的
課
題
だ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

③
④
を
ふ
ま
え
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
長
崎
奉
行
の
政
治
機
能
が
長
崎
の
都
市
機
能
と
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
対
象
と
し
た
時
期
は
、
各
大
名
家
が
長
崎
聞
役
を
介
し
て
情
報
の
共
有
化
を
図
り
、
長
崎
か
ら
広
く
情
報
が
拡
散
す
る
近
世

後
期
以
降
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
状
況
だ
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
以
外
に
も
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
長
崎
奉
行
と
大
名
家
の

関
係
を
理
解
し
な
い
こ
と
に
は
、
対
外
政
策
に
お
け
る
幕
藩
関
係
が
わ
か
ら
な
い
の
は
明
ら
か
で
、
こ
の
点
の
解
明
を
今
後
進
め
て
い

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

注

（
1
）	

松
尾
晋
一
「「
長
崎
御
番
」
と
幕
藩
関
係
―
綱
吉
政
権
期
を
中
心
に
―
」（『
日
本
史
研
究
』
七
〇
三
号
、
二
〇
二
一
年
）。
背
景
と
し
て

は
、
同
「
幕
府
対
外
政
策
と
東
ア
ジ
ア
再
編
―
異
国
船
問
題
の
政
策
継
承
―
」（『
歴
史
学
研
究
』
増
刊
号
、
九
二
四
号
、
二
〇
一
四

年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
36
）
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（
2
）	

「
御
内
證
向
御
書
物
控
」（
大
韓
民
国
国
史
編
纂
委
員
会
蔵
、
記
録
類
五
二
五
七
）。

（
3
）	

山
本
博
文
「
日
本
の
沿
海
防
備
体
制
と
朝
鮮
」（『
歴
史
評
論
』
五
一
六
号
、
一
九
九
三
年
〈
後
に
同
『
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
』
校
倉
書
房
、

一
九
九
五
年
〉
に
収
載
）。

（
4
）	
「
天
和
四
甲
子
年
二
月
二
十
一
日　

元
禄
三
庚
午
年　

朝
鮮
江
被
遣
御
書
翰
和
文
控
」（
大
韓
民
国
国
史
編
纂
委
員
会
蔵
、
記
録
類
四
七
二
一
）。

（
5
）	

「
長
崎
御
役
所
留　

中
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
一
八
一－

〇
一
一
三
）。

（
6
）	

幕
府
に
と
っ
て
今
回
の
件
で
は
、
宗
家
が
特
に
気
に
掛
か
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
老
中
阿
部
正
武
が
宗
義
真
を
私
邸
に
呼
び
出
し
て
直
接

伝
え
て
い
る
（「
貞
享
三
年
年
九
月
二
日
阿
部
豊（
正
武
）

後
守
殿
御
宅
へ
被
召
寄
候
時
之
覚
書
」
前
掲
『
御
内
證
向
御
書
物
控
』）。

（
7
）	

九
月
七
日
に
福
岡
に
届
い
て
い
る
（『
新
訂
黒
田
家
譜
』
二
巻
、
文
献
出
版
、
一
九
八
二
年
、
四
八
九
・
四
九
〇
頁
）。

（
8
）	

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
差
出
に
側
用
人
牧
野
を
加
え
た
貞
享
三
年
八
月
廿
一
日
付
島
津
光
久
宛
を
確
認
で
き
る
（
大
久
保
忠
朝
外
三
名
幕

府
老
中
連
署
奉
書
『
鹿
児
島
県
史
料　

旧
記
雑
録
追
録
一
』
鹿
児
島
県
、
一
九
七
二
年
、
二
〇
一
〇
）。
五
島
家
も
同
様
で
、
写
し
が
「
華

蛮
要
言
」（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
収
蔵
、
青
方
一
七　

三
八－

一
）
に
記
載
さ
れ
て
い
て
、
島
原
松
平
家
は
、「
寛
文
九
己
酉
従
丹
波
福

知
山
肥
前
島
原
江
忠
房
公
御
得
替
以
来
長
崎
御
用
御
書
付
類
幷
奉
書
向
其
外
伺
書
等
之
写
」（
本
光
寺
常
盤
資
料
館
蔵
、
一
五
一
〇
）
に
写

し
が
記
載
さ
れ
、
同
年
九
月
二
十
一
日
付
の
老
中
へ
の
返
書
が
あ
り
、
同
月
十
一
日
に
国
元
で
受
け
取
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）	

『
九
葉
実
録　

第
一
冊
』（
大
村
史
談
会
、
一
九
九
四
年
）
八
四
頁
。

（
10
）	

山
本
博
文
「
寛
文
期
の
対
外
政
策
と
キ
リ
シ
タ
ン
認
識
」（
田
中
健
夫
編
『
前
近
代
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
。

後
に
前
掲
『
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
』
に
収
載
）。

（
11
）	

慶
安
元
年
二
月
廿
六
日
付
老
中
奉
書
『
通
航
一
覧　

第
八
』
四
五
七
頁
。

（
12
）	

「
長
崎
野
沢
作
之
右
衛
門
飛
脚
差
越
候
、
監
物
殿
よ
り
惣
聞
次
之
者
被
召
出
被
仰
聞
候
ハ
、
於
江
戸
大
沢
左
兵
衛
殿
長
崎
奉
行
ニ
被
仰
付
、

当
暮
歟
、
来
春
御
越
之
筈
、
長
崎
御
両
人
宛
御
勤
被
成
候
筈
ニ
被
仰
出
候
可
得
其
意
候
由
被　

仰
渡
候
」（『
島
原
藩
日
記　

巻
三
（
貞
享
）』

島
原
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
、
貞
享
三
年
九
月
九
日
条
）。

（
13
）	

「
長
崎
へ
御
飛
脚
被
遣
候
監
物
殿
へ
夜
前
江
戸
よ
り
御
奉
書
参
候
、
吉
利
支
丹
宗
門
近
年
出
不
申
候
、
弥
無
油
断
可
相
改
之
旨
、
長
崎
御
奉

行
所
可
被
仰
合
之
旨
申
来
候
付
監
物
殿
へ
御
書
被
遣
候
」（
前
掲
『
島
原
藩
日
記　

巻
三
（
貞
享
）』
貞
享
三
年
九
月
十
日
条
）。

（
14
）	

添
田
仁
「
長
崎
番
方
地
役
人
と
正
徳
新
例
―
浪
人
か
ら
御
役
所
附
へ
―
」（『
九
州
史
学
』
第
一
四
七
号
、
九
州
史
学
研
究
会
、
二
〇
〇
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七
年
）。
奉
行
の
「
与
力
・
同
心
の
支
配
強
化
・
警
備
力
の
強
化
を
は
か
っ
た
」（『
長
崎
県
史　

対
外
交
渉
編
』〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

五
年
〉
三
九
五
頁
）
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
理
由
が
不
明
で
あ
っ
た
が
本
文
で
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

（
15
）	
臨
時
に
派
遣
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
「
長
崎
御
代
官
」
の
定
期
的
な
交
代
で
あ
っ
た
。

（
16
）	
「
貞
享
三
年
丙
寅
年　

津
江
左
太
郎
長
崎
役
目
中
被
仰
付
候
御
用
向
并
従
彼
地
申
越
候
書
状
之
写
」（
大
韓
民
国
国
史
編
纂
委
員
会
蔵
、
記

録
類
五
二
五
九
）。

（
17
）	

寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
の
リ
タ
ー
ン
号
事
件
に
関
係
す
る
資
料
に
は
、「
御
代
官
方
」
よ
り
連
絡
が
届
い
た
と
あ
る
。
ま
た
天
和
三
年

の
事
例
と
し
て
、「
長
崎
表
御
代
官
高
崎
七
左
衛
門
為
代
斎
藤
羽
右
衛
門
被
差
越
之
刻
、
両
御
奉
行
之
御
家
老
并
町
年
寄
、
付
り
、
末
次
七

郎
兵
衛
・
同
甚
太
郎
方
へ
年
寄
中
よ
り
為
付
届
書
状
差
添
」
な
ど
の
記
述
が
あ
る
（「（
長
崎
御
届
帳
）
一
」
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
研
究
セ

ン
タ
ー
蔵
、
宗
家
文
庫
記
録
類
Ⅲ
39
長
崎
1
）。「
長
崎
代
官
」
交
代
の
際
に
は
、
長
崎
奉
行
の
家
老
と
町
年
寄
へ
付
け
届
け
と
交
代
を
伝

え
る
書
状
を
送
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
彼
ら
と
の
関
係
を
宗
家
が
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

（
18
）	

「
長
崎
役
」
と
称
す
る
時
期
は
、
貞
享
三
年
の
田
中
所
右
衛
門
か
ら
と
す
る
説
も
あ
る
（
岡
本
健
一
郎
「
唐
船
対
応
を
め
ぐ
る
長
崎
聞
役
の

役
割
」〈『
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
二
〇
一
一
年
〉）。

（
19
）	

前
掲
岡
本
健
一
郎
「
唐
船
対
応
を
め
ぐ
る
長
崎
聞
役
の
役
割
」。

（
20
）	

拙
著
『
江
戸
幕
府
の
対
外
政
策
と
沿
岸
警
備
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
第
六
章
。

（
21
）	

前
掲
「
貞
享
三
年
丙
寅
年　

津
江
左
太
郎
長
崎
役
目
中
被
仰
付
候
御
用
向
并
従
彼
地
申
越
候
書
状
之
写
」。

（
22
）	

鈴
木
康
子
『
長
崎
奉
行
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
23
）	

詳
細
は
、
前
掲
鈴
木
康
子
『
長
崎
奉
行
の
研
究
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
24
）	

前
掲
「
貞
享
三
年
丙
寅
年　

津
江
左
太
郎
長
崎
役
目
中
被
仰
付
候
御
用
向
并
従
彼
地
申
越
候
書
状
之
写
」。

（
25
）	

前
掲
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
二
巻
、
四
九
〇
頁

（
26
）	

確
認
で
き
る
事
例
と
し
て
、
島
原
松
平
家
の
野
沢
作
之
右
衛
門
は
、
オ
ラ
ン
ダ
船
帰
帆
後
の
十
月
五
日
に
長
崎
を
発
ち
、
翌
日
島
原
に
帰

着
し
た
。
た
だ
し
、
松
平
家
と
長
崎
奉
行
所
と
の
仲
介
役
が
い
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
御
用
達
の
存
在
は
あ
っ
た
。
世
古
徳
兵
衛

か
ら
知
ら
せ
は
確
認
で
き
る
（
貞
享
三
年
十
月
六
日
条
・
十
月
二
十
六
日
条
・
十
一
月
二
日
条
ほ
か
〈
前
掲
『
島
原
藩
日
記　

巻
三
（
貞

享
）』〉）。
十
一
月
三
日
条
に
「
長
崎
ニ
相
詰
候
世
古
徳
兵
衛
代
菅
沼
文
五
郎
被　

仰
付
、
冬
中
ニ
可
被
遣
之
旨
、
左
様
ニ
相
心
得
候
様
ニ
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綱
吉
政
権
に
よ
る
異
国
船
対
応
策
と
幕
藩
関
係

相
心
得
候
様
ニ
星
野
藤
右
衛
門
被
申
渡
候
事
」。
長
崎
御
宿
徳
岡
五
右
衛
門
（
御
用
達
カ
）。

（
27
）	

前
掲
『
鹿
児
島
県
史
料　

旧
記
雑
録
追
録
一
』
二
〇
七
六
。

（
28
）	
「
寛
宝
日
記
」
に
は
、「
一
右
同
卯
十
一
月
六
日
、
紀
州
江
漂
着
仕
候
呂
宋
船
、
引
船
ニ
而
長
崎
江
御
送
届
被
成
候
、
生
残
之
黒
坊
壱
人
御

座
候
、
口
御
聞
被
成
、
先
籠
屋
御
入
置
被
成
候
、
紀
州
様
よ
り
早
船
余
多
ニ
而
、
侍
衆
頭
弐
人
上
下
弐
百
人
余
ニ
而
送
り
参
候
、
其
後
右

黒
坊
も
相
果
申
候
、
船
ハ
解
船
ニ
被
成
候
事
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
物
々
し
い
警
備
態
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（『
寛
宝
日
記
と
犯
科

帳
』〈
長
崎
文
献
社
、
一
九
七
七
年
〉
二
九
八
頁
）。「
紀
州
ゟ
之
異
国
船
警
固
衆
」
か
ら
御
物
頭
九
鬼
四
郎
兵
衛
以
下
長
崎
を
訪
れ
た
者
た

ち
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（『
鹿
児
島
県
史
料　

旧
記
雑
録
追
録　

一
』〈
鹿
児
島
県
、
一
九
七
一
年
〉
二
〇
九
二
）。

（
29
）	

十
一
月
十
日
「
市
来
次
左
衛
門
覚
書
」
前
掲
『
鹿
児
島
県
史
料　

旧
記
雑
録
追
録
一
』
二
〇
九
一
。

（
30
）	

十
一
月
十
日
「
市
来
次
左
衛
門
覚
書
」
前
掲
『
鹿
児
島
県
史
料　

旧
記
雑
録
追
録
一
』
二
〇
九
二
。

（
31
）	

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
の
「
琉
球
之
内
異
国
船
乗
来
筋
ノ
図
」（
Ｂ
） ３ 

142－

1
）
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
32
）	

「
切
支
丹
之
本
尊
を
か
け
数
珠
何
れ
も
八
寸
柱
を
か
ね
ニ
而
仕
、
数
珠
之
先
ニ
相
付
有
之
」（
前
掲
『
鹿
児
島
県
史
料　

旧
記
雑
録
追
録
一
』

二
〇
九
一
）。

（
33
）	

十
月
十
四
日
「
新
納
久
辰
申
渡
書
」
前
掲
『
鹿
児
島
県
史
料　

旧
記
雑
録
追
録
一
』
二
〇
八
七
。

（
34
）	

十
月
十
五
日
「
新
納
久
了
申
渡
書
」
前
掲
『
鹿
児
島
県
史
料　

旧
記
雑
録
追
録
一
』
二
〇
八
九
。

（
35
）	

十
一
月
廿
三
日
付
の
河
野
為
右
衛
門
宛
「
新
納
久
了
達
書
」（
前
掲
『
鹿
児
島
県
史
料　

旧
記
雑
録
追
録　

一
』
二
〇
九
五
）
に
「
紀
州
江

漂
着
之
異
国
船
長
崎
江
被
相
送
候
、
先
比
琉
球
ゟ
被
申
上
候
絵
図
ニ
右
之
船
能
似
候
ニ
付
、
御
尋
候
ヘ
ハ
、
紀
州
ゟ
外
何
方
へ
茂
碇
を
入

不
申
上
候
旨
、
御
奉
行
衆
ゟ
市
来
次
左
衛
門
江
被
仰
聞
候
、
此
儀
念
遣
之
處
ニ
無
口
能
相
済
致
安
堵
候
、
為
心
得
書
付
写
遣
候
、
玉
城
親

方
へ
茂
此
旨
御
申
達
有
へ
く
候
」
と
あ
る
。

（
36
）	

山
本
博
文
『
長
崎
聞
役
日
記
―
幕
末
情
報
戦
争
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
）。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費22K

00901

・23H
00012

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


